
etc.　

こんなことも聞けるの？ それが行政書士です！
行政書士は法や制度に基づく「書類」の専門家。業務領域はとても広範囲。

問題解決への見通しを得るための方法や、違う角度からのセカンドオピニオンを得るのに最適です。

※本サービスは、最初の相談 30分を無料で行うものとします。
※本サービスでの相談内容においては、守秘義務を順守し、許諾なく公表されることはありません。

許認可・届け出申請

補助金・助成金 私的トラブル

法人設立・清算 介護・相続

行政書士

営業許可や建設許可などの官公庁に
提出する書類、契約書・示談書などの
権利義務に係る書類の作成は行政書
士の領域です。煩雑さや特異性など、プ
ロの視点からのチェックは必要です。

株式会社から社団法人まで、その設立
や清算、事業承継にはさまざまな手続
きと書類が必要となります。まずは流れ
やメリットデメリットの把握のためにも、
専門家の声を聞いてみてください。

2
経営上の「ヒト・モノ・カネ」に関する
法務的観点からの幅広いアドバイスは
行政書士ならではのもの。カバーエリア
が広いので問題を一本化し問題解決
につながるケースは多いんです。

3

今は非常に多くの補助金や助成金が、
国や地方自治体それぞれにあります。し
かし、その条件や、受け取り後の縛りな
どを見るとリスキーなものも多いのです。
適切な情報と分析を行いましょう。

4
遺言書の作成やその助言、財産管理や相
続なども行政書士が対応可能。問題の質
は人それぞれで、繊細で複雑になることも
多いでしょう。セカンドオピニオンを求め
るべきケースなどにもご活用ください。

5
近所づきあいなどの問題や、離婚など
の家庭でのトラブルなど。人生や生活
のなかで生じ得る、自分たちだけでは解
決困難な事例の最初のアドバイザーと
して、法律を軸とした提言を行います。

6

ネットコープ
組合員様向け

新サービス

幅広～い行政書士の業務領域

各種申請（許認可・届け出）
契約書など

法人設立・清算・
事業承継の相談 雇用・経営の問題

補助金・
助成金の相談

介護・後見・遺言・
空き家問題

そのほか私的な
困難事例

無料相談

1



全国情報ネットワーク協同組合（ネットコープ）
〒103-0021  東京都中央区日本橋本石町4-5-5  藤ビル3F

FAX送付先▶申込書

組合員番号 組合員名

メールアドレス

ご相談希望日時

ご相談方法

ご相談内容

月

お名前 TEL

03-3517-4501　　03-3517-4500

必要事項をご記入の上、左記番号まで送付をお願いいたします。

にはご希望の月を、ご希望内容の箇所には　　　チェックを入れて下さい。

本サービスは各月の第１・３火曜日
の開催となります。ご相談はネット
コープ会議室にて直接対面で行う
か、オンライン会議システムのいず
れかとなります。

ネットコープ会議室にて対面また
はオンラインでのご相談となりま
す。秘密厳守で執り行います。録音
は構いませんが、録画はお控えくだ
さい。

ご相談内容の如何によっては、そ
の場で最適な回答が叶わず、後日
改めて回答する場合もございま
す。その後、ご相談を継続されたい
場合は、個別にご相談ください。

※本サービスは、ネットコープと行政書士 中山法務事務所との提携で実施するもので、30分の相談と回答
において一切の料金が発生するものではありません。

下記申込書にご記入のうえFAX送
付していただくか、チラシ下部記載
のQRコードにて、お申し込みくださ
い。（お申し込みページに飛びます）

１　お申込み

ご相談をスムーズに行うために、ご
相談内容をまとめた資料のご提出
をお願いする場合がございます。
また、ネットコープからの簡単なヒ
アリングを行う場合がございます。

2　事前準備

3　期日決定

４　ご相談

５　回答から終了まで

くるり2021年6月号でも紹介され
た中山恭一先生は、60歳にして
大学院の門を叩きました。修了後
に行政書士を取得。ビジネスの現
場と大学院の経験を生かして、行
政書士としての書類作成に留ま
らない幅広い領域で活躍中。

ご相談の流れ

こちらのQR
コードからも
お申し込みが
できます！▶

03-3517-4500

中山  恭一 

QR

特定行政書士
【プロフィール】

第1火曜日

直接対面　 オンライン

1.各種申請（許認可・届け出）契約書など 2.法人設立・清算・事業承継の相談

3.雇用・経営の問題 4.補助金・助成金の相談

5.介護・後見・遺言・空き家問題 6.そのほか私的な困難事例

第3火曜日〔　　13:00～／　　14:30～ 〕

その他（ご自由にお書き下さい）

〔　　13:00～／　　14:30～ 〕

下記につきましては、

or

or

お
問
い
合
わ
せ


